
はじめに

わが国は薬物濫用者が少なく安全な国と考えられ

てきた。しかし、現在は第 3次薬物乱用期といわれ、

覚せい剤や大麻などの乱用が社会問題となってい

る。その特徴は薬物乱用者の低年齢化とMDMAに

代表されるような麻薬や覚せい剤とは異なる薬物の

出現にある。最近では高校生が学校内で合成麻薬を

所持していた事件が起こっている。また、平成 17

年 4月、AMTおよび 5MeO-DIPTの 2種類が麻薬に

指定され、それに加え、毎年、数種類の化合物が麻

薬に指定されている。これらの化合物は脱法ドラッ

グと呼ばれるものであり、麻薬や覚せい剤に類似し

た作用をうたった化合物や植物であった。さらに、

マスコミでも脱法ドラッグに関連した殺人事件を含

む事故や事件が報道され、医療や教育関係のみなら

ず一般社会でも広く知られるようになった。しかし、

その実態や内容は充分に理解されていない。

本稿では脱法ドラッグはかつて合法ドラッグと呼

ばれたものであること、また、さまざまな生体作用

を目的に用いられていることを示し、次に、ニトラ

イト、エフェドラ等の脱法ドラッグについてそれぞ

れの特徴や生体作用を示し、簡単に入手できる脱法

ドラッグがいかに危険なものであるかを明らかにし

たい。（写真1, 2）

Ⅰ. 合法ドラッグから脱法ドラッグ、

そして違法ドラッグへ

脱法ドラッグには明確な定義はないことから、当

所では「麻薬や覚せい剤と同様の多幸感や快楽感な

どを高める目的で使用される化合物や植物など」と

解釈している。以前、「合法ドラッグ」とも呼ばれ

ていたものであり、厳密には各種の法律に触れる場

合もあることから「法の規制の間をすり抜けた薬物」

と捉えている。
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1.「合法ドラッグ」の呼び方はどのように
生まれたか？

1990年代に入り、インターネットの普及ととも

にさまざまな製品が国内外を問わず簡単に入手でき

るようになった。その中で、精神の賦活や幻覚など

の作用を持った多幸感や快楽感をもたらす製品が出

回るようになった。これらは麻薬や覚せい剤などの

法律に触れないことから、その製品を扱う業者や使

用者が「合法ドラッグ」と呼ぶようになった。しか

し、厚生科学研究「いわゆる「合法ドラッグ」の実

態調査に関する研究」の結果 1）、また、われわれが

行った平成 7年度の調査結果では 2）、マオウ抽出物

等などを成分とするものであり、麻薬や覚せい剤で

はないものの薬事法等に触れる成分であった。

2. いつ頃から、「脱法ドラッグ」という呼び方に
なったか？

平成 12年頃の当時厚生省医薬局の会議資料を見

ると、『「脱法ドラッグ」とは多幸感や快楽感を高め

るものとしてインターネット等で「合法ドラッグ」

等と称して販売されているものであるが、薬事法上

の医薬品に該当するものも多い』とある。この頃か

ら行政機関では「脱法ドラッグ」と呼ぶようになっ

た。以後、合法ドラッグから脱法ドラッグへと呼び

方は変わっても問題点や危険性は残されており、国

や地方による調査や監視を継続している 3, 4）。

薬物乱用防止の視点から、脱法ドラッグの宣伝や

広告は青少年の薬物への興味や好奇心を惹き起こ

し、違法な薬物使用への gateway drugsと指摘され

ている。さらに、脱法ドラッグには麻薬や覚せい

剤に類似した化学構造を持った化合物があり、そ

れらは依存性や精神荒廃など脳に強いダメージを

与える可能性がある。そのため、脱法ドラッグに

対する何らかの対策を取る必要性が議論されるよ

うになってきた。

平成 16年 7月、東京都杉並区で「ネット購入の

脱法ドラッグの過剰摂取」の男性による同居女性の

殺害事件が起こった。この事件は関係者が懸念され

ていることが現実となった象徴的な出来事であり、

脱法ドラッグが一般に広く知られる機会となった。

平成 17年 2月、厚生労働省では「脱法ドラッグ

対策のあり方に関する検討会」（以下、「検討会」）

を立ち上げ、平成 18年 2月、薬事法の改正案が明

らかになり、指定薬物として違法ドラッグを規制

する方針が示された。また、平成 17年 4月、東京

都では「東京都薬物濫用防止に関する条例」5）を制

定し、6月に「知事指定薬物」6）を制定した。現在、

国や地方自治体でも脱法ドラッグを健康に有害な

ものとして排除する方向に動き出している。

さらに、平成 17年 9月、厚生労働省の「検討会」

はこれまでの「脱法ドラッグ」を「違法ドラッグ」

へ変更すると発表した。その理由は「脱法」では法

の網をくぐり抜けている印象を与えるためといわれ

ている。しかし、「麻薬や覚せい剤等」の規制薬物

は「違法薬物（illegal drugs）」であり、「一般への

浸透を目指す」ためには「違法」の範囲を誤解され

ないように分かりやすく規定されたい。

したがって、本稿においても以下では「違法ド

ラッグ」の呼称を使用する。

Ⅱ. 違法ドラッグの作用には

どのようなものがあるか？

違法ドラッグの作用は以下のように分類される。

1.  アッパー（興奮）系ドラッグ

精神系に対して興奮的な作用、感情の高揚や精神

賦活作用などを有するもので、眠気が消え、鋭敏に

なり、身体が活力に溢れるような状態を期待して使

用する。規制薬物では覚せい剤やコカインなどを連

想させる。嗜好品でもコーヒーやお茶等のカフェイ

ンは同じような興奮作用がある。

2.  ダウナー（抑制）系ドラッグ

精神系に対して抑制的な作用、陶酔感,鎮静や麻

酔作用などを有するもので、落ち着きやのんびりし

た気持ちを期待して使用する。規制薬物ではアヘン、

ヘロイン,シンナーなどを連想させる。医薬品成分

では睡眠薬や抗不安薬等の乱用も同じような抑制作

用を目的として用いられている。

3.  サイケデリック（幻覚）系ドラッグ

幻覚作用を期待するもので視覚や聴覚等に作用

し、感覚の変化、神経過敏などを期待して使用する。

規制薬物では大麻、LSDなどを連想させる。現在、
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麻薬となったマジックマッシュルームもここに分類

される。

このように分類したが、幻覚を目的としたものに

興奮作用も持つ場合もあり、また、使用量や身体状

況により現れる作用が変化する場合があるため、同

じ成分でも同様の作用が見られるとは限らない。

使用形態は経口摂取するものが多く、錠剤やカプ

セル剤等の固形剤、ドリンク剤や添加溶液等の液体

がある。ガス体や気化するものではシンナーのよう

に吸入するもの、たばこやお香のように吸うもの、ま

た、クリームのように塗るものなどさまざまである。

Ⅲ. 違法ドラッグの種類と効果は？

代表的な違法ドラッグの分類とそれらの特徴を、

以下に簡単にまとめた。

1.  ニトライト系違法ドラッグ

芳香剤あるいはビデオクリーナーなどの名目で販

売されている亜硝酸エステルを成分とする製品であ

る。「Rush」は代表的な製品でニトライトの代名詞

となっている。平成 8年の調査では「Rush」等の

ニトライトがすでに出回り、代表的な違法ドラッグ

として現在に至っている。成分の亜硝酸エステルに

は狭心症治療薬のアミル体があり、違法ドラッグで

はイソブチル体が最も多く、その他にイソアミル体、

プロピル体などである7）。そのメカニズムは亜硝酸

部分から発生したNOによる血管拡張作用といわれ

るが、生体作用がエステル体により異なるかは不明

である。さらに、催淫を目的に ED治療薬などと併

用した場合には健康被害が増大するものと予想され

る。このように重篤な健康被害とともに、これらの

製品は海外で生産されるため商品の内容や注意書き

などは英語等で書かれており、使用法がわからず飲

用して死亡した事例 8）がある。（表1）

2.  エフェドラ系違法ドラッグ

エフェドラは中国に自生するマオウ科の植物であ

り、その茎を乾燥させたものが生薬「麻黄（マオウ）」

である。葛根湯や麻黄湯などの漢方製剤の重要な生

薬であり、その成分はエフェドリン等のアルカロイ

ド類で覚せい剤の原料にもなる。エフェドラアルカ

ロイドは医薬品として国内での販売が厳しく制限さ

れている。そのため、エフェドリンを含む製品は個

人輸入を利用して購入されている。

使用目的ではダイエット、アレルギー対策やその

他（主に、幻覚を目的）等があげられ、その形態は

カプセルあるいは錠剤が多い。有害作用は不眠、気

分高揚、神経過敏、依存傾向などである。アメリカ

では死亡事故を含む健康被害 9）が発生し、日本国内

でも健康被害が報告されている。ダイエットや幻覚

を目的とした製品ではカフェインを含む植物も添加

された製品があり、また、アスピリンが添加されて

いるものがあった 10）。これらは減量作用が増強する

とうたっているが、健康被害も増幅することが考え

られる。

現在、厚生労働省による注意喚起 11）や FDAによ

り販売規制が実施される 12）等により、個人輸入代

行業者のHPには見られなくなった。しかし、アメ

リカではダイエット用製品にエフェドラアルカロイ

表1　ニトライト検体の標示及び検出結果の一覧 

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

製造国

英国
フランス
カナダ
米国
カナダ
米国
米国
米国
米国
米国
カナダ

用途

芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤
芳香剤

ビデオヘッドクリーナー

品名

Pure incense KIX stabilized amyl nitrite
SEX LINE
COBRA AROMA
QUICK SILVER Liquid aroma
PHUCK FLUD INCENSE
Heavy Duty Bolt Liquid Incense
Hard ware Liquid aroma
Ramo Liquid aroma
RUSH Liquid incense
Liquid aroma BRAND
Blue thunder 150

含有量（%）

51.2
70.3
34.8
47.7
52.6
32.6
18.5
64.7
82.8
61.8
57.6

表示エステル

アミル
プロピル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
シクロヘキシル

検出エステル

イソアミル
イソプロピル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル
イソブチル

（中毒研究13, 85－86, 2000.を改変）
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ドを添加した事例が繰り返されており、さらに、コ

カインやヘロインに比べソフトドラッグと認識され

ている。今後もエフェドラアルカロイドを含む製品

が出回る可能性が否定できず、日本ではアメリカと

は逆に麻薬や覚せい剤への gateway drugsとなる可

能性がある。

3.  ケミカル系脱ドラッグ（ケミカルドラッグ）

麻薬や覚せい剤などと化学構造が類似し、通信販

売やインターネットなどで「実験用化学試薬」の名

目で販売されている製品がある。

そのため、ケミカル系違法ドラッグあるいはケミ

カルドラッグと呼ばれ、そのほかにもレイブドラッ

グ、ストリートドラッグ、クラブドラッグなどさま

ざまな名前で呼ばれている。欧米ではMDMAや

MDAなどの化合物が若者の間ではやり日本にも

入ってきた。しかし、これらが各国で麻薬に指定さ

れたことから、それに代わるケミカルドラッグが

次々に出現する。平成 17年 7月の杉並区の殺人事

件では、逮捕された男性が 5MeO-DIPTなど 3種類

の違法ドラッグを使用していたといわれる。また、

ケミカルドラッグにより死亡事故を含む健康被害が

発生している 13）。

現在、最も問題となっている違法ドラッグであり、

ケミカルドラッグ＝違法ドラッグと捉えられている

場合もある。

なお、以下ではケミカルドラッグは製品を、ケミ

カルドラッグ成分はその製品に含まれる化合物を示

すものとする。

（1）ケミカルドラッグの製品情報

ケミカルドラッグの名称に化合物の略称が使われ

ていることが多く、1回使用量は「1パケ」と称し

て数 10mgから数 100mgの化合物がビニール袋や

プラスチック容器に入っている。その形状は白色あ

るいは褐色を帯びた粉末で芳香臭を持つものもあ

る。作用や用法用量、また、販売者や製造所などは

記載されていない。しかし、化学用試薬あるいは

“Chemical material for the research”や「人体に

は使用しないでください」などの注意書きなどは

記載されている。使用方法や使用量等の情報はHP

のリンク情報や掲示板の書き込み情報などにより得

ている。

（2）ケミカルドラッグ成分の種類

現在出回っているケミカルドラッグ成分は化学構

造によりピペラジン系、トリプタミン系、フェネチ

ルアミン系などに分類される（表2）。

1）ピペラジン系化合物

セロトニン作用物質の類似化合物である。規制成

分（麻薬）には BZP, TFMPPがあり、ケミカルド

ラッグには 3CPPや 4MPPなど数種類程度が出回っ

ている。

2）トリプタミン系化合物

生体成分にはトリプトファンから合成されるセロ

トニン、メラトニンなどの神経伝達物質やホルモン

がある。規制成分（麻薬）にはDMT, AMT, 5MeO-

DIPTなどがあり、ケミカルドラッグには DPTや

4HO-DIPTなど 10種類程度が出回っている。（図1）

3）フェネチルアミン系化合物

生体成分にはチロシンから合成されるドパミンや

エピネフリンなどの神経伝達物質がある。また、覚

せい剤のメタンフェタミンやアンフェタミンもこの

構造に分類される。規制成分（麻薬）は 2C-Bや

MDMAなどがある。この系統が最も多く、ケミカ

ルドラッグには TMA-2や 2CT-7など 15種類程度が

出回っている。

ところで、「麻薬」や「覚せい剤」は法律により

範囲が定められている。フェネチルアミン系化合物の

図1　麻薬指定成分と違法ドラッグとの比較 
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MDMAはアンフェタミンと構造や作用が類似してい

るが、法律的には覚せい剤ではなく麻薬及び向精神

薬取締法により規制されるため、「麻薬」に分類さ

れ、マスコミでも「合成麻薬」と呼ばれている。

（3）ケミカルドラッグの問題点と対応

1）化学的な性質

ケミカルドラッグ成分はドラッグデザインや既存

化合物の目的外使用のため、化学的性質や分析方法

などの報告が乏しい。一部、欧米で使用経験がある

化合物はガスクロマトグラフ-質量分析法や液体ク

ロマトグラフ法などが報告されている 14）。しかし、

流通実態の調査や規制薬物の判定を行う場合等に必

要な分析方法や分析データが不足している。現在、

われわれもケミカルドラッグ成分の一斉分析法、各

種スペクトル情報やNMR等のデータベースを構築

するように努めている15）。

ケミカルドラッグとして出回っていた製品を実際

に調べた結果、名称とは異なる成分が含まれていた

ケース、1成分と考えられる製品から 2成分を検出

したケースなどがある 4）。また、ケミカルドラッグ以

外に不純物が含まれていたものも報告されている。

2）生体影響

ケミカルドラッグ成分は生体に使用した経験が少

なく、中枢作用のみならず生体作用が不明なものが

ほとんどである。特に、薬物乱用において最も問題

となる作用は薬物依存性であるが、医薬品では承認

の段階で動物実験や臨床試験などで事前に予測され

ている。しかし、ケミカルドラッグではこのような

試験は行われていない。本来は薬物依存性や精神毒

性などを科学的判断に基づいて麻薬に指定すべきで

あるが、実際には、海外情報、健康被害や使用実態

等を根拠に行われている。そこで、M D M A や

5MeO-DIPT等をはじめとして薬物依存性や精神毒

性などの検討が開始されている 16）。しかし、データ

が不足しているのが現状であり、われわれもマウス

を用いた動物試験を行い、ケミカルドラッグ成分の

危険性を検討している 17）。

ケミカルドラッグによる健康被害の可能性を高く

する要因には、先の化学的性質で述べたように正確

さに欠けることと、さらに、関連するHPに見られ

るように複数のケミカルドラッグを組み合わせて使

用するケースによるものである。単独の生体作用が

不明にもかかわらず、複数を使用した場合にはいか

なる有害作用が発生するか想像できない。まさに、

使用者は身をもって人体実験をしていることにな

る。また、平成 13年度から、中毒情報センターに

おける受信報告の品目別受信件数では、違法ドラッ

グをアンフェタミンやマリファナ等と合わせ、食品

その他に「乱用薬物、ストリートドラッグ」として

新たに区分して扱うようになった。このことから麻

薬などの規制薬物も含め、違法ドラッグによる中毒

が医療機関に相当数存在することが考えられる18）。

（4）ケミカルドラッグについての今後の対応

本稿では、ケミカルドラッグとして上記の 3系統

表2　ケミカルドラッグ成分の化学構造による分類 

法的規制 

違法ドラッグ

麻薬指定成分

違法ドラッグ

麻薬指定成分

違法ドラッグ

覚せい剤

麻薬指定成分 

一般名（呼称） 

3CPP

4MPP

BZP

TFMPP

DPT 

5MeO-DMT 

AMT

5MeO-DIPT

DMT

2C-T-7 

TMA-2 

メタンフェタミン

MDMA

２C-B

化学構造分類 

ピペラジン系

 
トリプタミン系

 
フェネチルアミン系 

化学名 

1-（3-CHLOROPHENYL）-PIPERAZINE

1-（4-METHOXYPHENYL）-PIPERAZINE

1-BENZYL -PIPERAZINE

1-（3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL）-PIPERAZINE

N, N-DIISOPOPRPYLTRYPTAMINE

5 -METHOXY-N, N-DIMETYLTRYPTAMINE

α-METYLTRYPTAMINE

5 -METHOXY-N, N-DIISOPROPYLTRYPTAMINE

DIMETYLTRYPTAMINE

2, 5 -DIMETHOXY- 4 -（n）-PROPYLTHIOPHENETHYLAMINE

2, 4, 5 -TRIMETHOXYAMPHETAMINE

METHAMPHETAMINE

3, 4 -METHYLENEDIOXY-N-METHYLAMPHETAMINE

4-BROMO-2, 5 -DIMETHOXY-PHENETHYLAMINE
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の化合物を示した。しかし、平成 13年度に麻薬に

指定されたガンマヒドロキシ酪酸（GHB）やガン

マブチロラクトン（GBL）、また、1,4-ブタンジオー

ル（1,4 -BD）なども精神作用を期待して使用されて

きた。

ケミカルドラッグはドラッグデザインにより簡単

に合成できるため、今後も新しい化合物が出現する

ことと思う。そのため、対策として、インターネッ

トや市場調査を行い、変化する状況を把握する。ケ

ミカルドラッグは欧米からの輸入品であることか

ら、海外の状況や情報を収集する。さらに、急性中

毒による健康被害等が考えられることから、原因追

求のために新規化合物の分析に活用できるようなケ

ミカルドラッグのデータベースを構築する、また、

中毒治療のために生体作用や健康被害の情報を効率

的に収集整理する等があげられる。今後、法的規制

を検討するだけでなく、有害作用や中毒処置法を整

備して健康被害への対策を立てる必要がある。

4. 芳香系違法ドラッグ

ニトライトも芳香剤であることからこの分類に属

するといえるが、ここではケミカルドラッグ成分を

主成分とする製品を対象とする。

製品の性状は数mL程度小瓶に色鮮やかな溶液が

入った液体タイプ、色鮮やかな色の四角形やハート

型などの固形タイプである。表示は名称、商品分類

と称し「お香」あるいは「芳香剤」等の記載がある。

ヒトへの使用は禁止する趣旨や飲用禁止などの注意

事項がある場合があるが、内容物の主成分や使用法

などはない。

平成 16年～ 17年に購入した約 20検体を試験し

たところ、芳香系違法ドラッグの成分は 5MeO-

DIPTをはじめとするケミカルドラッグ成分を含むこ

とが明らかになった。検体を詳細に観察すると製品

種類や購入先が異なっていても注意書きや参考にす

るHPが同じであり、供給元や入手元は限られてい

るように思われた。さらに、同一名称でも購入時期

や購入先により成分種類や成分含量が異なる等のば

らつきがあり、医薬品などのように製品管理が出来

ていなかった。平成 17年 4月に AMTおよび 5MeO-

DIPTが麻薬に指定されたことにより、芳香系違法

ドラッグの多くがHPやアンテナショップから姿を

消した。しかし、現在でも法的規制にかからない成

分や新たな成分を含有した製品が出回っている。

5. 植物系違法ドラッグ

植物系違法ドラッグとはインターネットのHP等

ではハーブ、植物標本などの名目で販売されている

製品であり、種子、葉などの乾燥品、抽出物や樹脂

状等の植物を起源とする製品と解釈される。

植物はその気候に適した形態や成分に変化してき

たが、それぞれの民族はそれらを適切に利用して独

自の文化を形成してきた。このような植物に幻覚成

分を含むものがあり、その植物や加工品を違法ド

ラッグに利用するケースがある。また、ハーブや生

薬などの持つ作用を違法ドラッグとして利用する

ケースもある。植物は身近なものであり種類も多い

ことから、植物系違法ドラッグは違法ドラッグの原

点ともいえる。したがって、ここに示したものはご

く一部である。

幻覚や興奮作用を示す成分を含む植物は数多くあ

る。植物の成分は規制薬物に指定されているが、そ

の成分を含む植物は規制対象にならないことがあ

る。そのため、植物は違法ドラッグとして流通し、

健康被害を起こすケースがある。

さらに、植物系違法ドラッグには植物由来成分の

特有な問題もある。ケミカルドラッグのような化学

物質では純度や夾雑物の問題もあり一概に言えない

が、使用量と発現作用は一定の関係にある。しかし、

植物では産地や収穫時期等により含有成分や含有量

等が異なり、同じ植物でも規制成分を含有しない場

合もある。したがって、健康被害の状況も個人差の

みならず品質の問題を無視できない。（表3）

6. ガス体違法ドラッグ

シンナーは代表的な乱用薬物であり、医師による

吸入麻酔の乱用等も違法ドラッグ的な使用といえ

る。また、ニトライトもガス体として吸入する違法

ドラッグであるが種類が多く、HPでも独立した

ジャンルを形成していることから区別した。ガス体

違法ドラッグにはガスライター用ボンベが最も一般

的といえる。神奈川県内では数年毎に死亡事故が報

道されている。成分のブタンが空気より重いため、

一度、吸入されるとガス交換ができず呼吸困難にな

り死に至ったと考えられる。このような情報は乱用

する青少年には伝わらないのが現状である。また、
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表
3　
代
表
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な
植
物
系
違
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の
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用
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分
 

基
原
植
物
 

使
用
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原
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ッ
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ル
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ど
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 な
ど
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 A

, B
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e

m
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ca
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, i

bo
te
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d
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n,
 p
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lo
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ベ
ニ
テ
ン
グ
ダ
ケ
濃
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物（

?）
 

M
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is
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a 
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ag
ra
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 H
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Sa
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e 
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ul
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cu
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Ya
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Pi
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r 
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Sa
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 d
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Pe
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m

 h
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m
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a

A
m
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 m
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cr
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G
ym

no
pi
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s 

sp
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ta
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lis

 果
実

蔓
と
抽
出
物

根
茎

葉 種
子

キ
ノ
コ

キ
ノ
コ

粉
末
 

果
実
 

（
生
薬
：
ニ
ク
ズ
ク
） 
幻
覚
作
用（
？
）

興
奮
作
用

幻
覚
作
用

抑
制

, 麻
酔
作
用

幻
覚
作
用

幻
覚
作
用

幻
覚
作
用

幻
覚
作
用

幻
覚
作
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頭
痛
や
吐
き
気
、腎
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・
肝
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障
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等

循
環
器
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害

, 頭
痛
、興
奮
等

吐
き
気
、循
環
系
の
亢
進
等

肝
障
害

不
安
等
の
精
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乱

頭
痛
、循
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器
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等

筋
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の
痙
攣
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錯
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、幻
覚
、
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等
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等
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等
の
神
経
系
異
常
、
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流
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国
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用
の
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が
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る
 

違
法
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ラ
ッ
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は
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外
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が
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入
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て
い
る
よ
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で
あ
る
 

マ
ジ
ッ
ク
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ッ
シ
ュ
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成
 

分
を
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む
 

ケ
ミ
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ド
ラ
ッ
グ
成
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を
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た
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ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
る
 

健
康
食
品
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
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目的外の使用のためケミカルドラッグのように規制

することは困難である。そのため、想定される健康

被害の苦痛を周知することが予防策と考え、機会あ

るごとに取り上げている。しかし、揮発性のある化

合物は多数存在することから、シンナーの代用品と

して出回る可能性がある。

Ⅳ. 個人輸入医薬品と健康食品

違法ドラッグを法律から逸脱するものと捉え、個

人輸入の医薬品や健康食品が持つ問題も紹介する。

本来、医薬品は医師の監督の下に使用すべきもので、

勝手な判断で使用することは健康被害の可能性があ

る。ここに示す製品はHPなどではスマートドラッ

グや生活改善薬などに分類されるものである。

明確な定義はないが、スマートドラッグとは精

神機能を改善するとされている薬物である。した

がって、スマートドラッグを違法ドラッグに分類

する場合もある。アルツハイマー治療薬、パーキ

ンソン氏病治療薬、抗うつ薬などはそれぞれの疾

患の治療を目的とした医薬品であるが、健康な人

が記憶力、集中力、注意力等を高める目的に使用

するものである。これらの医薬品は中枢神経系に

作用することから、依存性や健忘症など神経系の

有害作用が考えられる。

生活改善薬とは疾病の治療を目的とした医薬品で

はなく、生活の質の向上を目指す医薬品と解釈され

る。その種類は経口避妊薬、ED治療薬、発毛剤等

が一般的であるが、ダイエットに関連する薬、老化

防止薬なども同様といえる。

スマートドラッグや生活改善薬と称して個人輸入

される医薬品の代表的な成分と有害作用を表4にま

とめて示している。これらの医薬品には国内で承認

を受けていないものがある。これらを扱う輸入代行

業者等のHPには、薬事法に触れないように作用を

暗示するような名称はあるが、有害作用等の情報が

充分ではない。そのため、利用者は有効性のみに目

を奪われ、有害作用や連用による依存性などの危険

性を充分に理解していないのが現状である。

さらに、健康食品の標榜する効果を高めるため医

薬品を添加したものがある。この場合、使用者は医

薬品を避けて健康食品を使用したにもかかわらず、

本人が気づかないうちに医薬品を服用するケースが

ある。

現状、個人輸入で購入した医薬品や健康食品が原

因となる健康被害の可能性が否定できない。厚生労

働省も健康被害を防止する観点から、商品情報など

を公開するなどの速やかな対応が取られている。し

かし、販売される商品の種類や情報を完全に把握す

ることは不可能である。したがって、インターネッ

トなどの流通販売の状況、また、医療機関等に寄せ

られた健康被害などを把握して健康被害が予想され

る医薬品や健康食品の情報を効率的に集約する必要

がある。

おわりに

最後に、違法ドラッグは法律の隙間を抜けて生じ

た問題であり、様々な社会的背景あるいは社会を反

映するものといえる。若年層では覚せい剤やケミカ

ルドラッグに逃避するケース、また、日々、ストレ

スに曝される大人は睡眠薬や抗不安薬などの医薬品

の濫用に走る傾向が見られる。薬物乱用でいわれる

ように使用者の責任には違いないが、違法ドラッグ

では充分な情報と危険性の周知があれば回避できた

ケースもある。違法ドラッグ、特に、ケミカルド

ラッグは死を含む健康被害の可能性があること、ま

た、薬物乱用を助長するものであることは社会的に

も認識されるようになった。そして、国の違法ド

ラッグ検討会で得られる結果や東京都の条例はケミ

カルドラッグの流通を減少させるであろう。しかし、

違法ドラッグはケミカルドラッグだけではなく、興

奮や幻覚作用を有する植物や化学物質が多数存在す

る。今後も、違法ドラッグに類する製品が出回る可

能性がある。したがって、医療、行政あるいは教育

などそれぞれの立場から注視し、その立場を超え情

報を共有することが薬物乱用を防止することに繋が

り、安全な社会生活や人命を守ることと考える。
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表
4　
個
人
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れ
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頭
痛
、ほ
て
り
、視
覚
障
害
等
 

妊
娠
中
の
女
性
で
は
男
児
の
生
殖
器

に
異
常
 

吐
き
気
、胃
液
障
害
、嘔
吐
、血
脈
洞

徐
脈
、立
ち
く
ら
み
、頭
痛
等
 

吐
き
気
、嘔
吐

,下
痢

,不
眠
症

,
筋
肉
の
痙
攣

,疲
労
感

,食
欲
不
振
 

精
神
高
揚

,中
枢
興
奮
作
用
等

脳
内
の
コ
リ
ン
性
運
動
機
能
を
高
め
る
作
用
等

記
憶
力
、学
習
力
や
創
造
力
を
向
上
等

短
期
的
な
記
憶
・
認
識
力
を
向
上
等

筋
肉
増
強
、筋
肉
増
大
の
効
果

,老
化
防
止
等

筋
肉
増
強
、筋
肉
増
大
の
効
果

,老
化
防
止
等

老
化
防
止

,免
疫
賦
活
等

男
性
の
脱
毛（
女
性
や
子
供
に
は
使
用
禁
止
）

男
性
育
毛

禁
煙

人
工
妊
娠
中
絶

妊
娠
の
防
止

体
重
減
少

体
重
減
少

強
精
、催
淫
効
果
等
 

記
憶
力

,認
識
力
の
向
上
・
脳
内
老
廃
物
の
排
泄

作
用
等
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